
【受入れ対象者】 
・住家が被害を受け、居住の場所を失った方 
・避難指示等が発せられるなど、緊急に避難する必要が

ある方 
・住家は無事であるが、ライフラインの被害により、日

常生活が著しく困難な方 
・指定避難所以外に車、テント、倉庫、自治会施設等

で、滞在する方（避難所外避難者） 
・交通機関が被害を受け一時帰宅不能となった方（帰宅

困難者） 
・市域外から避難される方（広域避難者） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

レイアウト例（体育館の場合） 

                 避難所運営マニュアルの概要            2025 年３月 

避難所運営の基本方針 

１．住民の自治による開設・運営を目指します。 

避難所は原則として、住民の自主運営とします。行政は情報統括や必要なニーズに対する支援

（物資調達など）を行います。 

２．避難所は避難者を一時的に受け入れる施設です。 

避難者の受入れは一時的なものであり、自宅に戻ることができる方や仮設住宅などへの受入れ

が決まった方には退所を促し、施設本来の用途の回復を目指します。 

３．地域コミュニティの単位を基本とします。 

避難所での生活体験が地域の絆を深め、地域コミュニティの再生・更なる活性化につながるよ

うな避難所運営を目指します。 

４．できる限りの「配慮」をした避難所づくりをします。 

避難者が互いへの配慮（特に要配慮者への配慮やプライバシーの保護、男女のニーズの違い等）

を適切に行えるよう意識します。 

 

 
自主防災組織や自治会など 

≪主な役割≫ 

・地域住民の避難支援 

・避難所運営の中心としての活動（避難所運営委員会

の立ち上げ・活動） 

地域 

 

 

避難所に避難される方および避難所外避難の方 

≪主な役割≫ 

・避難所運営への積極的な協力 

・避難所生活のルールを守る 

・避難所での共助 

・避難所外避難者は支援が必要であることを申し出る 

避難者 

 

 
栗東市から避難所へ派遣される職員 

≪主な役割≫ 

・施設の安全確認と避難所開設の可否判断 

・資機材の確認と点検 

・避難所の開錠 

・災害対策支部への報告 

・避難所運営委員会への参加と運営支援 

派遣職員（市職員） 

 

 
避難所となる施設の管理者や職員 

≪主な役割≫ 

・施設利用者の安全確保 

・施設の安全確認 

・避難所の開錠 

・避難所の施設（スペース）利用に関することを中心

に運営支援 

管理者 

 

 

 
市長を本部長とする市の災害対策本部、または、副市

長を本部長とする市の災害警戒本部 

≪主な役割≫ 

・市全体の避難所における運営全般の調整、後方支援 

・避難所の連絡体制の確保、情報提供 

・必要物資の手配 

災害対策（警戒）本部 

地域団体、避難者、派遣職員、

施設管理者により構成される

避難所運営を行う組織 

避難所運営に関わる組織・人 

※赤字は開設当初から必要なスペースです 

※「通路」はビニールテープ等で境界を表示する 

※「室」がつくスペースは可能であれば独立した

部屋が望ましい 

※避難所の状況が落ち着いてきたら、より良い環

境が提供できるよう検討しましょう 

 

【感染症流行時の配慮事項】 

発熱者等は別に受付を設け、入所後も健康チェ

ックリストを適宜記入してもらいます。 

レイアウトについては、世帯間でおおむね 1m

の間隔を確保し、発熱者等は専用スペースを用意

するなどの対策を検討します。 

避難所運営委員会 



 

避難所運営の流れ 


